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 日程第４ 議案第10号 平成２９年度大刀洗町後期高齢者医療保険特別会計補正予算（第３号）
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 日程第５ 議案第11号 平成２９年度大刀洗町下水道事業特別会計補正予算（第４号）につい
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本日の会議に付した事件 
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 日程第２ 議案第８号 平成２９年度大刀洗町一般会計補正予算（第７号）について 
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について 

 日程第５ 議案第11号 平成２９年度大刀洗町下水道事業特別会計補正予算（第４号）につい
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────────────────────────────── 
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開議 午前９時00分 

○副議長（花等 順子）  高いところからではございますが、おはようございます。 

 現在の出席議員は１１名です。１２番、山内剛議員より欠席の届け出が出されております。山

内議長は這ってでも出席したいとのことでしたが、ドクターストップがかかっております。 

 ただいまから、平成３０年第１６回大刀洗町議会定例会を再開します。 

 本日、山内議長が欠席されておりますので、変わりまして私が議長を務めます。 

 議事に入ります。本日の議事日程は、お手元に配布のとおりです。議事日程により議事を進め

ますので、御協力のほどお願いいたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．諸報告 

○副議長（花等 順子）  日程第１、諸報告を行います。 

 過日、議会運営委員会を開催し、協議をいたしております。この際、議会運営委員長の報告を

求めます。森田勝典委員長登壇して報告を願います。森田委員長。 

○議会運営委員長（森田 勝典）  皆さん、おはようございます。議会運営委員長の森田勝典でご

ざいます。 

 議会運営委員について協議結果を御報告いたします。 

 委員会は、平成３０年３月１日、本会議及び全員協議会終了後に協議会室において開催し出席

委員は５名でした。山内議長及び執行部側から川原総務課長の出席を得て協議いたしました。 

 お手元の議事日程表をご覧いただきたいと思います。 

 議会運営委員会で協議の結果、条例改正案１件を本日の日程に追加し、その採決は最終日に行

うことに決定いたしました。 

 以上で報告を終わります。よろしくお願いいたします。 

○副議長（花等 順子）  これで諸報告を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．議案第８号 平成２９年度大刀洗町一般会計補正予算（第７号）について 

○副議長（花等 順子）  日程第２、議案第８号平成２９年度大刀洗町一般会計補正予算（第

７号）についてを議題といたします。 

 これから、１日目に続き質疑を行います。長野議員。 

○議員（７番 長野 正明）  ７番、長野でございます。 

 補正予算の中の財産収入、１３ページになります。 

 １５款２項１目この土地建物売り払い代金、これは当初予算で４,３３３万７,０００円、これ

は鵜木区がまあ持っておる財産区のため池を埋め立てたとこですかね。これ一応、町のほうに預
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けるというか、税金対策というか、そういう意味でそういう手法がほかの不動産でもとられてお

りますけども、この７０４万円というのは、その補正でその原因というか要因ですかね、増えた

要因、それと同額近くを今度は鵜木区の補助金で１６ページの２款１項１目の１９節の鵜木区補

助金で６９４万余りを補助金で出すと、そうすると当初予算でも４,３３３万それは鵜木区の補

助金で計上されておりました。それで、その増額になった分の例えば売却額が上がったというの

が要因かもしれませんけど、その説明と、鵜木区の区長さんと話した時に、町が２割ほどいただ

くというお話になっとるけども困っとるちゅうようなお話じゃったです。その町は、何ですかね、

その売却の中の一部を町の財産収入としてとるということがあるのか、あるとしたらその根拠は

何かということを説明お願いしたいと思います。 

○副議長（花等 順子）  川原総務課長。 

○総務課長（川原 久明）  長野議員の御質問にお答えをいたします。 

 今回の鵜木区のため池の売却につきましては、以前から町のほうに願いが出ておりました。区

所有の土地等を売却する場合は、区に法人格がございませんので、方法としては地縁団体を区で

つくって法人格を持ってそこで売買をするのか、あるいは町の名義にして町が売却した分を町の

名義にして町が売却するのか、その方法しかないということで、鵜木としては地縁団体をつくる

のは非常にこう何と言うんですか期間もかかるし、いろんなことがあるので町のほうにお願いを

したいということで申し出がありまして、今回話がまとまってお願いがあってした分が９月補正

で上がっております土地の分で、これが４,７６６平米あります。ということで、９月の補正で

上げさせていただいております。 

 今回、新たに追加で上げさせていただいておりますのは、それ以降に開発行為の協議に伴う周

辺の道路整備の部分でありますとか、北側の部分で一応まだ調整がついておりました部分、少し

土地を拡大して、購入面積を拡大して買いたいということで追加であった分を含めました分、そ

の分を今回、鵜木区のほうから再度、町のほうでぜひともということでお願いがありましたので、

今回補正に上げさせていただいている分です。それが最初の１件目で、２点目の区長さんが言わ

れてある分につきましては、当初からそのときに今まではいろんなそういう形でされる時には、

町としてはもうそのまま売却をして区のほうに補助金として出しておりましたけれども、周辺の

市町村なりを調べたり、以前からいろんなこう業者と何回も打ち合せをしたり、いろんなところ

で立ち合いをしたりとか、市としてもかかわりますので、全額お返しするということではなくて、

町のそういう部分として経費、その他の部分として幾らかいただいて町の収入として、残りの分

を区にお支払いをするということで、当初から基本的には、いろんな市町村割合ありますけれど

も、２割で町は考えておるということで区とお話をしております。 

 ただ、まだ要綱等作っておりませんので、それは区とずっと協議をしながら最終的に今、区と
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協議をした上で決着をして区のほうに補助金としてお支払いするようにしております。 

 ただ、４月には要綱を作りまして、その要綱に沿ったところで、その分は区と町の分を決めた

上で進めるというふうにしております。 

 以上です。 

○副議長（花等 順子）  ７番、長野議員。 

○議員（７番 長野 正明）  町のほうが２割いただくと、それは鵜木区と話し合いをきちっとま

とめていただければ私たちがとやかく言うことじゃないし、まあ先ほど課長の説明のように、町

としても立ち合いをしたり、売却に関していろいろ手続等ですね、そういうことももろもろ踏ま

えて、そういうルールをきちっとした中で町そのものがやっぱ作ってもらわないかんだろうと思

います。 

 今回は、やはり区の役員さんを始め鵜木区の住民の皆さんが、きちんとした形でお互い双方話

し合いの中で納得できるような形で解決をお願いしたいと思います。解決というのがおかしいで

すけど、まあ納得していただくような話し合いをしていただきたいと思います。 

○副議長（花等 順子）  川原総務課長。 

○総務課長（川原 久明）  その件につきましては、昨年から何度も区長さん、あるいは区の役員

さん方も含めて、町長、副町長含めまして何度も協議をしまして、最終的には今、合意をしてい

るところです。 

○副議長（花等 順子）  それでは、ほかにございませんか。２番、黒木議員。 

○議員（２番 黒木 德勝）  それに関連することでございますけども、それでは最終的に前回の

売買契約の平米数ですね、と今度契約する平米数をちょっとお聞きしたいと思います。それで、

そして最終的には総額ですかね、それをお願いしたいと思います。 

○副議長（花等 順子）  川原総務課長。 

○総務課長（川原 久明）  黒木議員の御質問にお答えをいたします。 

 前回の９月議会で上げた分の面積が４,７６６.８９平米、売却額として４,３００万ほどです。

それから、今回の分が面積が７６３.７平米ということで約７００万ほどの予定となっておりま

す。まだ契約をしておりませんので、金額についてはあくまでも見込みということです。 

 以上です。 

○副議長（花等 順子）  ２番、黒木議員。 

○議員（２番 黒木 德勝）  そういうことになりますと、鵜木区が持っておったため池があそこ

全部あったですよね、全筆も終わったというようなことになるのですかね。 

○副議長（花等 順子）  川原総務課長。 

○総務課長（川原 久明）  お答えをいたします。 
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 ため池のところが、鵜木区が持ってあるところが道路を挟んで西側と東側とございます。西側

の部分がほぼ今回予定地となっております。まだ、東側の部分については、まだ鵜木区が所有さ

れてある土地になります。 

 以上です。 

○副議長（花等 順子）  ほかにございませんか。１番、安丸議員。 

○議員（１番 安丸眞一郎）  １番の安丸です。 

 議案の１０ページ、歳入の関係でお尋ねします。 

 １３款２項４目の土木費国庫補助金の関係です。１節の道路橋梁費補助金の関係で、社会資本

整備総合交付金が５６.１％ということで、かなり少なくなってきておりますけども、このこと

によって事業への影響等があるのかどうかですね、お尋ねしたいと思います。 

○副議長（花等 順子）  野口建設課長。 

○建設課長（野口  学）  安丸議員の御質問にお答えいたします。 

 補助金が減になったことでの事業への影響ということですが、こちら交付金事業で行っている

関係上、交付金がつかないことには事業計画を全て実施することが難しくなっております。その

関係上、交付額の減少により事業規模を縮小しながら実施しているところでございます。 

 以上でございます。 

○副議長（花等 順子）  ほかにございませんか。 

〔なし〕 

○副議長（花等 順子）  これで、質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。討論は、原案に対する反対討論、次に賛成討論と交互に行います。 

〔なし〕 

○副議長（花等 順子）  討論なしと認めます。 

 これから、議案第８号平成２９年度大刀洗町一般会計補正予算（第７号）についてを採決いた

します。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。 

〔議員１０名中起立１０名〕 

○副議長（花等 順子）  起立全員です。したがって、本案は原案のとおり可決しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．議案第９号 平成２９年度大刀洗町国民健康保険特別会計補正予算（第５号）に

ついて 

○副議長（花等 順子）  日程第３、議案第９号平成２９年度大刀洗町国民健康保険特別会計補正

予算（第５号）についてを議題といたします。 
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 これから、１日目に続き質疑を行います。質疑ございませんか。 

〔なし〕 

○副議長（花等 順子）  質疑なしと認めます。 

 これから、討論を行います。討論は、原案に対する反対討論、次に賛成討論と交互に行います。 

〔なし〕 

○副議長（花等 順子）  討論なしと認めます。 

 これから、議案第９号平成２９年度大刀洗町国民健康保険特別会計補正予算（第５号）につい

てを採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。 

〔議員１０名中起立１０名〕 

○副議長（花等 順子）  起立全員です。したがって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．議案第１０号 平成２９年度大刀洗町後期高齢者医療保険特別会計補正予算（第

３号）について 

○副議長（花等 順子）  日程第４、議案第１０号平成２９年度大刀洗町後期高齢者医療保険特別

会計補正予算（第３号）についてを議題といたします。 

 これから、１日目に続き質疑を行います。質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（花等 順子）  質疑なしと認めます。 

 これから、討論を行います。討論は、原案に対する反対討論、次に賛成討論と交互に行います。 

〔なし〕 

○副議長（花等 順子）  討論なしと認めます。 

 これから、議案第１０号平成２９年度大刀洗町後期高齢者医療保険特別会計補正予算（第

３号）についてを採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。 

〔議員１０名中起立１０名〕 

○副議長（花等 順子）  起立全員です。したがって、本案は、原案のとおり可決いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．議案第１１号 平成２９年度大刀洗町下水道事業特別会計補正予算（第４号）に

ついて 

○副議長（花等 順子）  日程第５、議案第１１号平成２９年度大刀洗町下水道事業特別会計補正

予算（第４号）についてを議題といたします。 
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 これから、１日目に続き質疑を行います。１番、安丸眞一郎議員。 

○議員（１番 安丸眞一郎）  １番、安丸です。 

 ６ページ、歳入の関係で１点お尋ねします。 

 ２款１項２目２節の滞納繰り越し分の３００万、かなり毎年下水道に限らず滞納が増えてきて

いる現状があるわけですけども、その中でかなり担当者の努力もあったと思いますが、今回

３００万の滞納繰り越し分の解決が図れたということで計上されておりますが、具体的にこの

３００万の中の件数はどれぐらいあったんでしょうか、お尋ねします。 

○副議長（花等 順子）  野口建設課長。 

○建設課長（野口  学）  実質、補正で３００万というふうに計上さしていただいておりますが、

こちらもともと当初で１５０万計上していた分に合わせての補正となりますので、金額としては

４５０万円ということになります。 

 それで、件数ということですが、ちょっと歳入の件数は詳しくは把握は今の段階ではできてな

いところでございます。 

○副議長（花等 順子）  よろしいですか。ほかにございませんか。 

〔なし〕 

○副議長（花等 順子）  これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。討論は、原案に対する反対討論、次に賛成討論と交互に行います。 

〔なし〕 

○副議長（花等 順子）  討論なしと認めます。 

 これから、議案第１１号平成２９年度大刀洗町下水道事業特別会計補正予算（第４号）につい

て採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。 

〔議員１０名中起立１０名〕 

○副議長（花等 順子）  起立全員です。したがって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第６．議案第１７号 大刀洗町課設置条例の一部を改正する条例の制定について 

○副議長（花等 順子）  日程第６、議案第１７号大刀洗町課設置条例の一部を改正する条例の制

定についてを議題といたします。 

 提案理由及び内容の説明を求めます。川原総務課長。 

○総務課長（川原 久明）  総務課の川原でございます。 

 それでは、議案第１７号大刀洗町課設置条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由

及び内容の説明をさせていただきます。 
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 提案の理由でございますが、平成３０年４月１日付で機構改革を実施するに当たり、条例を一

部改正するものでございます。 

 昨年７月５日の豪雨災害時の経験や住民協議会での防災をテーマとした議論や御意見を踏まえ、

防災時の本部組織体制の強化を図るため消防防災や危機管理の業務を地域振興課から総務課へ変

更するものでございます。 

 ３枚目をお願いいたします。 

 ３枚目に課設置条例の新旧対照表を載せております。左が旧で右が新しいものになります。本

則の第２条、課の事務分掌でございますが、その２号、地域振興課の１０の消防防災及び安全に

関することと、１１の国民保護及び危機管理に関すること、この２つの業務を新しく第２条の第

１号総務課の業務として９番の消防防災及び安全に関することと国民保護危機管理に関すること

を、それぞれ変更するものでございます。 

 前のページをお願いいたします。 

 １番下にありますように、附則としてこの条例は平成３０年４月１日から施行するとしており

ます。 

 以上で説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○副議長（花等 順子）  これから質疑を行います。質疑ございませんか。 

〔なし〕 

○副議長（花等 順子）  質疑なしと認めます。 

────────────・────・──────────── 

○副議長（花等 順子）  以上で本日の議事は全部終了いたしました。 

 本日はこれで散会いたします。ありがとうございました。 

散会 午前９時23分 

────────────────────────────── 

 


